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提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。 

２．売上高について、消費税等は含まれておりません。 
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社に対する投資の重要性が乏しいため記載しておりま
せん。 

４．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
５．第26期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。  

第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 

決算年月 平成19年5月 平成20年5月 平成21年5月 平成22年5月 平成23年5月 

売上高 （百万円）  53,092  64,923  58,269  46,784  61,754

経常利益又は経常損失(△) （百万円）  3,936  2,068  △37  5,338  8,439

当期純利益又は当期純損失
(△) 

（百万円）  2,308  1,056  △215  3,135  4,839

持分法を適用した場合の投
資利益 

（百万円）  －  －  －  －  －

資本金 （百万円）  1,429  1,429  1,429  1,429  1,429

発行済株式総数 （株）  240,400  240,400  240,400  240,400  240,400

純資産額 （百万円）  13,886  14,319  13,212  16,962  20,669

総資産額 （百万円）  35,201  39,385  27,330  28,834  39,016

１株当たり純資産額 （円）  57,763.65  59,565.66  57,389.52  70,558.79  87,325.95

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当
額） 

（円） 
 
 

2,500
(1,000)

 
 

2,500
(1,000)

 
 

1,000
(1,000)

 
 

2,700
(500)

 
 

4,000
(1,500)

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり当期純損失
金額(△) 

（円）  9,600.76  4,393.54  △915.46  13,438.79  20,245.47

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

（円）  －  －  －  －  －

自己資本比率 （％）  39.4  36.4  48.3  58.8  53.0

自己資本利益率 （％）  17.7  7.5  △1.6  20.8  25.7

株価収益率 （倍）  9.1  7.7  －  5.5  3.4

配当性向 （％）  26.0  56.9  －  20.1  19.8

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（百万円）  △3,807  △3,419  13,565  941  △3,860

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（百万円）  △1,603  △568  △1,005  △332  △272

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（百万円）  5,238  2,372  △8,344  △2,599  5,344

現金及び現金同等物の期末
残高 

（百万円）  2,050  434  4,649  2,659  3,870

従業員数 （人）  284  359  325  309  340
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 当社は、昭和59年4月に住宅の建築を主たる業務として東京都武蔵野市に設立されました。 
 昭和60年10月には、主として２×４（ツーバイフォー）工法による建築請負業及び不動産売買仲介業の開始を目的
として株式会社飯田産業が当社の全株式を取得、当時同社の取締役であった飯田一男が当社の代表取締役に就任しま
した。 
 以下、設立から現在までの概況は次のとおりであります。 

２【沿革】 

年月 事項 

昭和59年 4月 住宅の建築を主たる業務としてタクトホーム株式会社を設立 

昭和60年10月 株式会社飯田産業が全株式を取得し、当社は株式会社飯田産業の子会社となる 

昭和61年 5月 飯田建設工業株式会社(現、一建設株式会社 以下同じ)が当社の株式を取得し、当社は飯田建設
工業株式会社の子会社となる 

昭和62年 6月 宅地建物取引業者免許取得（東京都知事(1)第50333号) 

昭和63年 8月 商工組合中央金庫（現、株式会社商工組合中央金庫）から転貸融資を受けることを目的として、
関連会社となる住宅新興事業協同組合を設立 

平成 6年 1月 株式会社飯田産業及び飯田建設工業株式会社が当社の全株式を売却し、当社は両社の関係会社で
なくなる 

平成 6年 3月 一般建設業許可取得（東京都知事（般－8）第94279号） 

平成 7年11月 一級建築士事務所登録（東京都知事第40416号） 

平成 9年12月 東京都保谷市（現 西東京市）に本社を移転 
平成11年11月 宅地建物取引業者免許を建設大臣免許に変更（建設大臣(1)第5963号） 

平成15年 8月 ジャスダック市場に株式を上場 

平成16年11月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 

平成20年 1月 特定建設業許可取得(国土交通大臣 許可 (特－19)第22509号) 

 平成20年 5月  二級建築士事務所登録(愛知県知事(ろ－20)第6795号) 

平成20年 8月  本社を現在地に移転 

平成22年 6月  当社子会社となる株式会社ソリド・ワン及びティーアラウンド株式会社を設立 
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 当社グループは、当社、子会社である株式会社ソリド・ワン及びティーアラウンド株式会社並びに当社の関連会社
である住宅新興事業協同組合の4社によって構成され、主に戸建住宅を中心とした不動産分譲事業を行なっておりま
す。 
 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 
 なお、次の事業部門は「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 （1）財務諸表 注記事項 セグメント情報等」に
掲げるセグメントの区分と同一であります。  
  
(1) 戸建分譲事業 
 当社の主な事業である戸建分譲事業においては、戸建住宅を中心とした不動産の分譲販売及び請負工事を行なって
おります。  
 土地（戸建住宅用地）の仕入から、プロジェクトの企画、建物の設計、施工、販売及びアフターサービスに至るま
での一貫したシステムをもって、首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）、中部圏（愛知県）及び東北圏(宮
城県)を中心に事業展開を図っております。 
 建物仕様の規格化、小規模なプロジェクトを中心とした事業サイクルの短縮化を図り、品質面及び価格面における
競争力を高めております。 
 非連結子会社である株式会社ソリド・ワンにおいては、当社からの受注がメインとなっておりますが、解体及び造
成工事を行っております。 
 同じく非連結子会社であるティーアラウンド株式会社においては、当社商品に係るオプション工事の受注を行って
おります。  
 また、株式会社商工組合中央金庫から事業用地の仕入資金を調達する際には、当社が組合員となっている住宅新興
事業協同組合を介した転貸融資をもって行なっており、資金調達における円滑化の確保に努めております。 
 なお、請負工事については、現在のところ積極的な取組は行っていませんが、今後、採算面や体制等事業展開の方
向性を充分検討してまいります。 
  
(2) その他の事業 
その他の事業においては、不動産（テナント）の賃貸等を行なっております。 
なお、これらの事業については、その効率性や採算性を勘案して現在のところ積極的な事業展開を行なっておりま
せん。 
  
 上記(1）にて記載した事項を、標準的な事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

３【事業の内容】 
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 関係会社は次のとおりであります。 

 （注）当社は、株式会社商工組合中央金庫からの転貸融資を受けることを目的に住宅新興事業協同組合に出資してお
り、組合員となっております。 

(1）提出会社の状況 

  

  
 （注）１．従業員数は就業人員数であり、当社から社外への出向者2名を除き、社外から当社への派遣社員4名を含ん

でおります。 
２．平均年間給与（税込）は、賞与を含んでおります。 
３. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。  

  
(2）労働組合の状況 
 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

４【関係会社の状況】 

名称 住所 出資金 
（百万円） 主要な事業の内容 

議決権の 
 所有割合 
（％） 

関係内容 

（非連結子会社）            

ティーアラウンド㈱  東京都西東京市            5

  
当社商品に係るオプ
ション工事の受注 

       100.0 役員の兼任 

（非連結子会社）           

㈱ソリド・ワン  東京都西東京市           50 解体及び造成工事         100.0

役員の兼任 
債務保証 

（関連会社）       土地購入資金等の貸借 

住宅新興事業協同組合 東京都武蔵野市  306 組合員への貸付  33.3 役員の兼任 

５【従業員の状況】 

  平成23年5月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

 340       歳  ヶ月 35 2    年  ヶ月 4 6  5,493,891

セグメントの名称 従業員数（人） 

戸建分譲事業   323

報告セグメント計  323

その他  －

全社（共通）  17

合計  340
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(1) 業績 
  当事業年度における我が国経済は、中国を中心とした新興国向けの輸出の増加や政府の景気刺激策等を背景に、企
業業績の改善がみられましたが、急激な為替変動や資源価格の高騰等に加え、平成23年3月11日に発生いたしました
東日本大震災の影響もあり、景気の先行きは不透明な状況にあります。 
当不動産業界においては、住宅ローン減税・フラット35Sの金利優遇等の政策支援が下支えとなり、実需層の動き

が活発化した結果、新設住宅着工戸数が増加する等概ね堅調に推移いたしました。 
このような状況下において、当社では「より良いものを、より安く、より早く」の信念のもと、徹底した原価管

理と品質向上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。 
また、営業面におきましては、新たな市場開拓を目指し、平成23年2月に大阪営業所(大阪府吹田市)を開設いたし

ました。  
業績につきましては、引き続き採算性重視の営業戦略を重点施策として推進した結果、前事業年度以上に利益率

が改善し、当社史上最高益を更新することができました。  
この結果、当事業年度における売上高は、61,754百万円（前事業年度比32.0％増）となりました。営業利益は

8,531百万円(同58.5%増)、経常利益は8,439百万円（同58.1%増)、当期純利益は4,839百万円（同54.3%増）となりま
した。 
なお、セグメント別の状況については、当事業年度も本業である戸建住宅を中心とした戸建分譲事業に経営資源

を集中した結果、戸建分譲事業の売上高は61,539百万円（前事業年度比31.9％増）で売上高構成比99.7％、その他事
業の売上高は215百万円（同71.2％増）で売上高構成比0.3％となっております。 

(2) キャッシュ・フロー 
当事業年度における「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、主に財務活動での獲得によって前

事業年度末から1,211百万円増加して3,870百万円となりました。 
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因等については次のとおりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当事業年度における営業活動の結果、使用した資金は3,860百万円（前事業年度は941百万円の獲得）となりまし

た。 
これは主に、税引前当期純利益8,248百万円を計上したものの、たな卸資産が8,713百万円増加したこと及び法人

税等の支払額が3,528百万円あったことによるものであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当事業年度における投資活動の結果、使用した資金は272百万円（前事業年度は332百万円の使用）となりまし

た。 
これは主に、有形固定資産の取得による支出191百万円及び関係会社株式の取得による支出55百万円があったこと

によるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当事業年度における財務活動の結果、獲得した資金は5,344百万円（前事業年度は2,599百万円の使用）となりま

した。 
これは主に、たな卸資産の増加に伴い短期借入金が7,098百万円増加したことによるものであります。 

第２【事業の状況】 
１【業績等の概要】 

8915/2011年-7-



(1）生産実績 
 当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．上記の金額は、販売価格によっております。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)受注状況 
 当社では見込み生産を行なっているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 
 当事業年度におけるセグメント別の販売実績は、次のとおりであります。  

 (注) １. 件数欄については、建売分譲及び請負工事は棟数を、宅地分譲は区画数を表示しております。       
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

セグメントの名称  
  

当事業年度 
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年５月31日） 

件数（棟） 金額（百万円） 前年同期比（％）  

１.戸建分譲                  

（1）建売分譲  1,951  59,659  174.1

（2）請負工事  15  170  10.4

合計  1,966  59,830  173.0

セグメントの名称  
  

当事業年度 
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年５月31日） 

件数 金額（百万円） 前年同期比（％） 

１.戸建分譲                

（1）建売分譲  1,870  57,366  28.0

（2）宅地分譲  98  3,932  140.3

（3）請負工事  22  239  9.3

小 計  1,990  61,539  31.9

２.その他                

（1）賃貸  －  4  7.4

（2）その他  －  210  73.4

小 計  －  215  71.2

合 計  1,990  61,754  32.0
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戸建分譲事業（建売分譲・宅地分譲）の地域別販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１.  件数欄については、建売分譲及び宅地分譲の棟数及び区画数を表示しております。     
２.  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

地 域 

  
当事業年度 

（自 平成22年６月１日 
至 平成23年５月31日）    

  

件数 金額（百万円） 前年同期比（％） 

東京都  494  19,984  16.9

埼玉県  512  14,254  32.0

神奈川県  323  10,896  64.8

千葉県  435  11,057  51.2

愛知県   110  2,801  △13.1

宮城県   94  2,304  65.6

合 計  1,968  61,299  32.0
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(1）現状の認識について 
わが国経済は、東日本大震災と原発事故の影響により、企業の経済活動の低下や個人消費の抑制を招く等、当面厳
しい環境を余儀なくされるものと思われます。 
このような見通しのもと、当社は本業である戸建住宅を中心とした戸建分譲事業によるしっかりとした利益体質を
維持し、かつ、様々な顧客ニーズに対応するため、次の課題に取組んでまいります。 
  
(2）当面の対処すべき課題の内容  
 ① 機動的なエリア・店舗戦略 
今後も安定かつ継続して魅力のある戸建住宅を提供していくために、潜在的需要が見込める首都圏エリアを中心と
した店舗展開を行うとともに、地元不動産業者と充分な連携が保てるよう地域密着型の店舗運営を推進してまいり
ます。また、地方都市部においては、需要動向に対応した店舗展開を行ってまいります。  

② グループ力の強化 
 効率性及び利益確保の観点から昨年６月に主に解体及び造成工事を行う株式会社ソリド・ワン並びにオプション工
事等の受注を担うティーアラウンド株式会社を設立しました。当社のコストダウンへの寄与又は収益機会の確保等相
応の効果が認められることから、更なる事業規模の拡大によりグループ企業間のシナジーを最大限に発揮しグループ
力全体の強化に努めてまいります。  

③ 人材育成 
 当社事業を遂行する上では様々な法的規制をクリアしなければなりません。定期的な研修の実施等により社員各自
のレベルアップを図るとともに、コンプライアンスの徹底も図ってまいります。また、事業規模に見合った適正な人
員配置、即戦力及び新卒者の積極的な採用等経営資源の有効かつ効率的な活用を目指してまいります。  

(3）対処方針及び具体的な取組状況等 
① 経営基盤の確保及び拡充 
当社では、引続き顧客ニーズの根強い首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）を中心とした営業基盤の確
保を図るとともに、中部圏（愛知県）及び東北圏（宮城県）等首都圏以外における営業基盤の構築に努めてまいり
ます。 
当事業年度においては、平成23年2月に大阪営業所(大阪府吹田市)を開設し、関西エリアに進出いたしました。
その結果、当事業年度末における営業拠点の数は前事業年度末から1店舗増加して29店舗となりました。今後にお
いては、需要動向等を見極めながら店舗展開を行ってまいります。  

② グループ子会社の活用 
 ティーアラウンド株式会社につきましては、主に「住宅エコポイント」に係るオプション工事を受注いたしまし
た。当事業年度における当社の住宅エコポイント関連売上高は、293百万円であり内129百万円が同社取扱実績とな
っております。  
また、当社における解体・造成工事を株式会社ソリド・ワンに発注し、不動産販売原価の低減に努めてまいりま
した。当事業年度における土地取得費/不動産販売高は、56.0%(前事業年度は、57.3%)となっております。 

③ 経営資源の有効かつ効率的な活用 
当社では経営管理体制の充実を図るため、優秀な人材の確保、OJTを中心とした従業員教育の充実並びに事業規
模に見合った適正な人員配置等効率的な少数精鋭組織の維持構築に取組んでまいります。 
また、コンプライアンス委員会等を通じ従業員に対する法令遵守・リスク管理等の強化を図っております。  

３【対処すべき課題】 
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以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら
れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。 
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま
すが、当社の事業等に関する判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行なわれる
必要があると考えております。 
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、不確実性を
内包しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

１．当社の事業内容等に関する事項 
(1) 不動産分譲事業の比率が高いことについて 

当社の売上高構成比率では戸建分譲事業の比率が高く、当事業年度では売上高の99.7％を占めております。 
戸建分譲事業においては、主に戸建住宅の分譲販売を行なっております。 
戸建住宅の販売は購入者の需要動向に左右される傾向にあり、また、購入者の需要動向は景気動向、金利動向、
地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすいため、雇用環境の悪化、金利の高止まり、住宅税制の変更等があっ
た場合には購入者の住宅購入マインドの減退や買い控えに繋がる可能性があります。 

(2) 営業地域が首都圏に集中していること等について 
当社では、本店又は取扱棟数の増加した既存の支店及び営業所の近隣地域を中心とした営業所展開を行なってき
たことから、首都圏の1都3県（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）に支店及び営業所が集中しております。 
したがって、当社の業績は当該地域における地価の動向、景気の動向等の影響を受けております。 
また、当社では経営基盤の拡充を目的として、平成16年6月に名古屋営業所(元天白営業所で現在名古屋支社に統
合)を開設し中部圏へ進出、平成19年5月には仙台南営業所を開設し東北圏への進出、平成23年2月に大阪営業所を
開設し関西圏へ進出しております。 
しかしながら、この新たに進出した地域において、経営基盤の構築が当社の想定どおりに進まない場合には当社
の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。なお、店舗政策につきましては、事業計画等を勘案しな
がら機動的に実施しております。 

(3) 地価の変動について 
最近の地価については、全国的に下落傾向を示しております。 
当事業年度末現在、当社の保有する販売用不動産及び仕掛販売用不動産の合計は総資産の68.5%を占めておりま
す。将来、経済状況、需給バランスの悪化等の要因により地価が著しく変動した場合には、当社の業績や財務状
況に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 競合及び価格競争の激化について 
当社では、事業計画等を勘案しながら地域展開を行ない、第一次取得者層をターゲットとした良質で低価格な戸
建住宅を提供し続けております。 
また、地域に密着した支社・支店及び営業所の配置によって、効率的な事業展開及び販売活動の早期化等を企図
しております。 
しかしながら、同業他社も多く、土地の仕入や販売活動において競合が発生します。更には、戸建住宅に限らず
分譲マンション等とも競合する場合もあります。 
今後においてそれらとの競合が激化して仕入件数あるいは販売棟数が減少した場合、又は価格競争等によって土
地仕入価格が上昇したり販売価格が下落して採算が悪化した場合には、当社の住宅価格及び業績の見通しに影響
を与える可能性があります。 

４【事業等のリスク】 
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(5) 住宅品質保証について 
住宅の瑕疵保証期間については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって10年間の保証が義務付け 
られております。 
当社は財団法人住宅保証機構及び株式会社日本住宅保証検査機構(以下、住宅保証機関という。)に登録してお 
り、当社の販売する戸建住宅は全て住宅保証機関の10年間の住宅性能保証を受けております。 
また、当社の販売する戸建分譲住宅 は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険に
加入しております。当該保険に加入するためには、国土交通省の指定を受けた保険法人が定める設計施工基準に適
合し、当該保険法人の検査員による現場検査を受ける必要があります。そのため、当社におきましても施工を充実
させ、品質管理に対して万全を期しております。 
しかしながら、販売棟数の増加に伴い、保証工事費用は徐々に増加しており当社の業績への影響も少なくはあり
ません。更に、当社の販売した戸建住宅に重大な瑕疵があるとされた場合等、当社の責によるか否かを問わず、又
は実際の瑕疵の有無とは関係なく、それが根拠のない誤認であった場合においても、当社の信用に悪影響を及ぼし
当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  
 (6) たな卸資産について 

戸建住宅の販売に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在庫リスクの排除に
努めておりますが、販売が不振となって販売価格を下げた場合や土地の仕入れ後において開発行為や販売活動に長
時間を要し、その間に土地価格が下落した場合等には、評価損が発生する等の在庫リスクが高まり、当社の業績に
影響を与える可能性があります。 

(7) 借入への依存について 
 当社での土地の仕入資金は、主に金融機関からの借入によって調達するため、たな卸資産の増加によって借入
総額も増加する傾向があります。総資産に占める借入金の割合は当事業年度末において28.4％となっておりま
す。 
 そのため、金融政策や当社の信用力の低下等によって借入金額に制約を受けた場合、戸建住宅の販売が当初予
定よりも遅延することによってたな卸資産が長期間滞留する場合、金利が上昇局面にある場合等の金融情勢の変
化等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

(8)外注への依存度が高いことについて 
 当社は、当社の販売する戸建住宅の建物建築に関して、設計の一部及び現場監督を除いた全てを外注によって
おり、当事業年度における不動産販売原価に占める外注費の割合は26.7％となっております。 
 当社では、戸建住宅の需要の変動や土地の供給の変動に対応し、人件費や稼働率の非効率化を避けるために原
則として外注業者を活用し、実績、納期及び外注単価等の観点から外注業者の選定を行なっております。 
 外注業者は、地域や工程によって分化されており、特に依存度の高い外注業者はありませんが、需要の拡大や
営業所の増設等によって販売棟数が増加することで全般的に外注業者が不足した場合等、必要な外注業者を必要
な時期に確保することが困難となったり、外注単価の上昇によって建築コストが増加したりする場合には、当社
の業績に影響を与える可能性があります。 

(9)法的規制について 
当社は、宅地建物取引業法に基づいた宅地建物取引業者として、国土交通大臣の免許を受けております。 
 また、建設業法に基づいた建設業者としての国土交通大臣の許可、建築士法に基づいた一級建築士事務所及び
二級建築士事務所としての東京都及び愛知県知事登録を行なっており、当社の商品である戸建住宅は建築基準法
等の規制を受けております。 
 当社では、土地の仕入から企画設計、施工、そして販売に至るまでの幅広い業務を行なっているために様々な
法規制があります。 
 上記以外にも都市計画法、土地区画整理法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、民法、住宅品質確
保促進法、リサイクル法、その他地方公共団体の条例を含めた様々な法規制に係わっております。 
 今後、これらの不動産関連法制が変更された場合や新たな法規制が設けられた場合には、新たな義務や費用の
発生等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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(10)住宅新興事業協同組合について 
 当社は、株式会社商工組合中央金庫（以下、商工中金という。）からの転貸融資を受けるため、昭和63年に株
式会社飯田産業（現東証一部上場）、株式会社東栄住宅（現東証一部上場）と共に各社等分の出資（出資金合計
306百万円）によって住宅新興事業協同組合を設立いたしました。 
 商工中金の融資は、商工中金に出資している中小企業団体（組合）とその構成員に限定されており、商工中金
は住宅新興事業協同組合に対して事業資金の融資を行ない、住宅新興事業協同組合はその構成員に対する転貸融
資を行なっております。 
 当社では、土地の仕入資金等を商工中金から借入れる場合には、住宅新興事業協同組合からの転貸融資によっ
ております。 
 中小企業等協同組合法において協同組合に損失が発生した場合にその構成員は、当該協同組合に対する出資金
を限度として当該損失を補填することとされていることから、住宅新興事業協同組合の財政状態が悪化し損失が
発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(11)顧客情報等の管理について 
 当社は、当社物件の購入をご検討頂くお客様やご購入頂いたお客様等、多くのお客様の個人情報をお預りして
いるほか、様々な経営情報等を保有しております。 
 これらの情報の管理については、社内の情報管理システムを強化するとともに、個人情報の保護に関する規程
（情報管理規程）を設けて社員等への周知徹底を行なっております。 
 しかしながら、不測の事態により、万一、重要な情報が外部へ漏洩した場合には、当社の信用の失墜、それに
伴う売上高の減少並びに損害賠償等により、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

２．当社と当社の大株主との関係に関する事項 
(1) 一建設株式会社との関係 

 当社株式の12.81％を保有する大株主である飯田和美氏は、一建設株式会社（平成16年2月1日に飯田建設工業株
式会社から社名変更、現 大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)上場）の代表取締役会長である飯田一男氏の配
偶者であります。 
 また、当社株式の6.98％を保有する有限会社一商事は、飯田和美氏の資産管理会社であります。 
 一建設株式会社は、昭和61年5月から平成6年1月まで当社の親会社であり、飯田一男氏は昭和60年10月から平成
7年5月まで当社の代表取締役社長に就任しておりました。 
 飯田和美氏の保有する当社株式は、飯田一男氏より当社の代表取締役社長退任に伴って平成7年2月に譲渡され
たものであります。 
 現在、当社と一建設株式会社とは同業者ではありますが、事業上の関係は一切なく、当社の株式を売却するこ
とについての制約はないことから、安定株主として当社の株式を将来的に保有し続けるといった保証はありませ
ん。 

(2) 株式会社飯田産業との関係 
 当社株式の2.07％を保有する大株主である森和彦氏は、株式会社飯田産業（現 東証一部上場）の代表取締役会
長であります。 
 また、当社株式の3.95％を保有する有限会社Ｋ.フォレストは、森和彦氏の資産管理会社であります。 
 株式会社飯田産業は、昭和60年10月から当社の親会社となり、昭和61年5月から平成6年1月までは当社のその他
の関係会社でありました。 
 森和彦氏は、平成7年5月から平成10年7月まで当社の代表取締役社長に就任しておりました。 
 現在、当社と株式会社飯田産業とは同業者ではありますが、共に住宅新興事業協同組合の構成員であることの
ほか事業上の関係はなく、当社の株式を売却することについての制約はないことから、安定株主として当社の株
式を将来的に保有し続けるといった保証はありません。 
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当社では、安定的かつ機動的な土地仕入資金等の確保を目的として、平成21年4月30日及び平成23年1月26日付に
て株式会社三井住友銀行と総額45億円、平成21年7月21日及び平成22年7月30日付にて株式会社横浜銀行と総額31億
50百万円、平成23年3月31日付にて株式会社りそな銀行と総額30億円、平成18年9月29日及び平成22年5月31日付に
て株式会社三菱東京UFJ銀行と総額50億円、平成19年9月28日付にて信金中央金庫と総額20億円、平成23年1月28日
及び平成23年3月3日付にて株式会社みずほ銀行と総額6億円、平成22年7月28日付にて株式会社八十二銀行と総額5
億円、合計187億50百万円の当座貸越契約を締結しております。 
なお、これらの契約の中には、借入人の財政状態を一定の水準以上に維持すること等の制限条項が含まれており
ます。 

特記すべき事項はありません。 

５【経営上の重要な契約等】 

６【研究開発活動】 
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当社では、第28期事業年度においても本業である戸建分譲事業を中心に、良質で低価格な戸建住宅の供給に努めて
まいりました。 
また、引き続き、採算性重視の営業戦略を重点施策として推進してまいりました。 
 その結果、売上高は、前事業年度比32.0％増加となる61,754百万円、総資産については前事業年度比35.3％増加と
なる39,016百万円となっております。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 
当社グループの財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており
ます。 
この財務諸表の作成にあたっては、保証工事に関する判断等、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる
様々な要因に基づいて行なった見積りを含んでおります。 

(2）当事業年度の経営成績の分析 
① 売上高 
当事業年度における売上高は、前事業年度から14,970百万円増加して61,754百万円となりました。 
これは主に、当社の主な商品である戸建住宅の販売棟数(宅地分譲も含む)が1,968棟（前事業年度1,506棟）と増
加し、不動産販売高が14,860百万円増加したことによるものであります。 
建売分譲売上高を販売棟数で除して算出する１棟当たりの平均販売価格は、30百万円と概ね前事業年度実績程度
となっております。 
また、当社では引き続き戸建分譲事業を中心とした事業展開を行っており、戸建分譲事業の売上高構成比は
99.7％となって、前事業年度と同様に高い水準となっております。 

② 売上原価 
当事業年度における売上原価は、前事業年度から10,914百万円増加して48,620百万円となりました。 
これは主に、不動産販売高の増加に伴って不動産販売原価が10,887百万円増加したことによるものであります。
なお、地価の下落等よって１棟当たりの土地取得費は前事業年度比1.4％の減少となりました。 
また、建物製造原価の圧縮に努めており、当事業年度の不動産販売原価における１棟当たりの外注費は前事業年
度実績程度となっております。 
これらの結果、１棟当たりの平均販売原価は前事業年度比1.3％の減少となりました。 

③ 売上総利益 
当事業年度における売上総利益は、前事業年度から4,055百万円増加して13,134百万円となりました。 
これは主に、戸建分譲事業（建売分譲及び宅地分譲）における売上総利益率の上昇によるものであります。 

  これについては、引き続き実勢価格を基に採算性を重視した仕入を行ったためであり、当事業年度における売上
総利益率は21.3％となり前事業年度比1.9ポイント上昇しております。 
なお、セグメント別における売上総利益及び売上総利益率は、戸建分譲事業が12,919百万円で21.0％、その他事
業が214百万円で99.8％となっております。 

④ 販売費及び一般管理費 
当事業年度における販売費及び一般管理費は、前事業年度から905百万円増加して4,603百万円となりました。 
これは主に、戸建分譲事業（建売分譲及び宅地分譲）における販売棟数の増加に伴って販売手数料が452百万円
増加したこと及び人員増加等に伴って人件費が314百万円増加したことによるものであります。 
なお、販売費及び一般管理費の対売上高比は7.5％となり前事業年度比0.4ポイント減少しております。 

⑤ 営業利益 
当事業年度における営業利益は、前事業年度から3,150百万円増加して8,531百万円となりました。 
これは主に、売上総利益が増加したことによるものであります。 
なお、営業利益率は13.8%となり前事業年度比2.3ポイント上昇しております。 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
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⑥ 営業外損益 
当事業年度における営業外収益は、安全協力会収受金の増加等により前事業年度から51百万円増加し117百万円
となりました。 
当事業年度における営業外費用は、支払利息の増加等により前事業年度から100百万円増加し208百万円となりま
した。 
なお、当事業年度における営業外費用の対売上高比については、借入金の増加により支払利息が増加したため前
事業年度比0.1％ポイント上昇しております。 

⑦ 経常利益 
当事業年度における経常利益は、前事業年度から3,101百万円増加して8,439百万円となりました。 
これは主に、営業利益が増加したことによるものであります。 

⑧ 特別損益 
当事業年度における特別損益は、主に災害による損失96百万円、投資有価証券評価損55百万円及びゴルフ会員権
評価損32百万円等を特別損失に計上したことにより191百万円の純損失(前事業年度は13百万円の純損失)となりま
した。 

⑨ 税引前当期純利益 
当事業年度における税引前当期純利益は、前事業年度から2,923百万円増加して8,248百万円となりました。 
なお、税引前当期純利益率は13.4％となり前事業年度比2.0ポイント上昇しております。 

⑩ 当期純利益 
当事業年度における当期純利益は、前事業年度から1,703百万円増加して4,839百万円となりました。 
なお、当期純利益率は7.8％となり前事業年度比1.1ポイント上昇しております。 

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 
  「４.事業等のリスク」をご参照ください。 

(4) 経営戦略の現状と見通し 
次事業年度の見通しにつきましては、東日本大震災の発生及び福島第一原子力発電所事故の影響等による経済活
動の低迷や消費マインドの後退等、景気の先行き不透明感を払拭できない状況が続くものと思われます。 
不動産業界におきましても、政府の住宅取得減税政策の一部において、段階的に縮小する見通しである等環境的
には厳しさが続くものと思料されます。  
このような状況においても、当社は「住まいづくりを通じて地域社会に貢献」の経営理念のもと、引き続き「家
賃並みでマイホームが購入できる」良質で低価格の一次取得者向け住宅の供給を推進してまいります。 
当社の主力事業である戸建分譲事業（請負工事を除く）においては、当事業年度末在庫等の状況に鑑み当事業年
度から517棟増加の2,485棟(上半期1,060棟、下半期1,425棟)の供給を予定しております。また、土地仕入の厳選化
並びに事業サイクルの短縮化による相応な粗利益の確保、経費削減等引き続き収益重視のスタンスで臨んでまいり
ます。 
今後の事業環境等を勘案し、次事業年度の業績は、売上高75,000百万円(当事業年度比21.4％増)、営業利益
7,660百万円(同10.2％減)、経常利益7,500百万円(同11.1%減)、当期純利益4,275百万円(同11.7%減)を計画してお
ります。  
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(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 
① 資産の状況 
当事業年度末における資産合計は、前事業年度末比10,181百万円(35.3％)増加し、39,016百万円となりました。
これは、次事業年度以降の業容拡大並びに優良物件の早期手当によるたな卸資産の増加が主因であります。 

  この結果、流動資産が前事業年度比10,212百万円(43.2%)増加、固定資産が前事業年度比30百万円(0.6%)減少い
たしました。 

② 負債の状況 
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末比6,474百万円(54.5％)増加し、18,346百万円となりました。 

  これは、たな卸資産の増加に伴う短期借入金の増加が主因であります。 
 この結果、流動負債が前事業年度比6,885百万円(66.4%)増加、固定負債が前事業年度比410百万円(27.4%)減少い
たしました。 
  
③ 純資産の状況 
当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末比3,707百万円(21.9％)増加し、20,669百万円となりまし
た。 
 これは、主として当期純利益の計上により利益剰余金が前事業年度末比3,952百万円(29.0％)増加したことが主
因であります。 
  
④ キャッシュ・フローの状況 
 「１.業績等の概要、(2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。 

(6) 経営者の問題意識と今後の方針 
  当社では、第一次取得者層の方々に喜んでご購入いただける良質で低価格な戸建住宅の提供を中心として、地域
社会の発展に伴った更なる企業成長を目指してまいります。 
  しかしながら、当社を取り巻く環境は、今後とも厳しいものと思料されることから、以下の経営戦略を遂行し業
績向上を図ってまいります。 
① 顧客ニーズの変化を敏感に察し、それぞれの地域の特性にマッチした住宅設計を行うとともに、環境問題に適
応した住宅の提供を推進してまいります。 
② 一次取得者向けを中心とした「家賃並みでマイホームが購入できる」低価格で良質な住宅を提供するために、
更なる仕入審査及び原価管理の強化を図ってまいります。 
③ 市場価格の動向を意識した機動的な販売戦略を駆使し、在庫回転率(年2回転以上)を高めることによる利益確
保を目指します。 
④ 少数精鋭主義を貫き、パーヘッド売上高のアップ(2.0億円を目標)に資する販売体制・店舗展開等を行ってま
いります。   

8915/2011年-17-



（戸建分譲事業）  
当事業年度において実施いたしました主な設備投資は、大宮営業所用地の購入133百万円であります。 

  
（その他）  
当事業年度においては、特段の設備投資は行われておりません。  

第３【設備の状況】 
１【設備投資等の概要】 
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当社は本社のほか、28ヶ所に支社及び支店並びに営業所を有しております。 
各事業所の設備及び従業員の配置状況は以下のとおりであります。 

  

２【主要な設備の状況】 

  平成23年5月31日現在

事業所名 
（所在地） 

  
セグメント
の名称  

  

  
  

設備の内容 

帳簿価額 
従業員
数 
（人） 建物 

（百万円） 

工具、器
具及び備
品 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

ソフト
ウエア 
（百万
円） 

合計 

本社 
（東京都西東京市） 

戸建分譲 
その他  

統括事務
施設  1,249  28

 
(3,393.01) 

1,642
 172  3,092  94

浦和支店 
(埼玉県さいたま市南区) 

戸建分譲 販売設備  21  0
 

(299.79) 
85  －  106  17

竹ノ塚営業所 
（東京都足立区） 

戸建分譲 販売設備  16  0
 

(418.27) 
80  －  96  14

横浜営業所 
（神奈川県横浜市中区） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  6

成増営業所 
（東京都板橋区） 

戸建分譲 販売設備  3  0
 

(57.96) 
41  －  44  5

松戸営業所 
（千葉県松戸市） 

戸建分譲 販売設備  1  0  －  －  2  7

大宮営業所 
(埼玉県さいたま市大宮区) 

戸建分譲 販売設備  0  0  －  －  0  5

調布営業所 
（東京都調布市） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  5

藤沢営業所 
（神奈川県藤沢市） 

戸建分譲 販売設備  0  0  －  －  0  5

立川営業所 
（東京都立川市） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  5

亀有営業所 
（東京都葛飾区） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  5

市川営業所 
（千葉県市川市） 

戸建分譲 販売設備  37  0
 

(134.00) 
41  －  79  16

所沢営業所 
（埼玉県所沢市） 

戸建分譲 販売設備  0  0  －  －  0  6

川口営業所 
（埼玉県川口市） 

戸建分譲 販売設備  3  0  －  －  3  11

鶴見営業所 
（神奈川県横浜市鶴見区) 

戸建分譲 
その他 

販売設備 
賃貸設備  89  0

 
(228.32) 

44  －  134  26

蕨営業所 
（埼玉県蕨市）  

戸建分譲 販売設備   1  0  －  －  2  5

多摩営業所  
（東京都小平市）  

戸建分譲 販売設備   34  0
 

(861.60) 
102  －  137  15

 柏営業所 
（千葉県柏市） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  6

 船堀営業所 
（東京都江戸川区） 

戸建分譲 販売設備       3  0  －  －  3  6

 ふじみ野営業所 
(埼玉県ふじみ野市） 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  6

町田営業所 
(神奈川県相模原市南区) 

戸建分譲 販売設備  2  0  －  －  2  5

西船橋営業所 
(千葉県船橋市) 

戸建分譲 販売設備  3  0  －  －  3  6
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 （注）１．上記の金額には消費税等を含めておりません。 
２．現在休止中の主要な設備はありません。 

事業所名 
（所在地） 

セグメント
の名称 

設備の内容 
  

帳簿価額 
従業員
数 
（人） 建物 

（百万円） 

工具、器
具及び備
品 
（百万円） 

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

ソフト
ウエア 
（百万
円） 

合計 

大府営業所 
(愛知県大府市) 

戸建分譲 販売設備  3  0  －  －  3  5

仙台南営業所 
(宮城県仙台市太白区) 

戸建分譲 販売設備  19  0
 

(570.98) 
84  －  103  11

鎌ヶ谷営業所 
(千葉県鎌ヶ谷市) 

戸建分譲 販売設備  32  0
 

(492.00) 
67  －  100  16

下井草営業所 
(東京都杉並区) 

戸建分譲 販売設備  3  0  －  －  3  5

名古屋支社 
(愛知県名古屋市西区) 

戸建分譲 販売設備  29  0
 

 (315.03) 
59  －  89  13

つきみ野営業所 
(神奈川県大和市) 

戸建分譲 販売設備  5  0   －  －  5  7

大阪営業所 
(大阪府吹田市) 

戸建分譲 販売設備  6  2   －  －  7  7
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(1)重要な設備の新設等 
重要な設備の新設計画はありません。 

(2)重要な設備の除却等 
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。   
  

該当事項はありません。 

 (注)  有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 
発行価格   249,290円 
発行価額   236,440円 
資本組入額  118,220円 
払込金総額  1,655百万円 

第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  432,000

計  432,000

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成23年5月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年8月26日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式  240,400  240,400
東京証券取引所 
市場第一部 

当社は単元株制
度を採用してお
りません。 

計  240,400  240,400 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

（４）【ライツプランの内容】 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成16年11月8日
（注） 

 7,000  240,400  827  1,429  827  1,493
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 (注)  １. 自己株式3,708株は、「個人その他」に含めて記載しております。 
２.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2株含まれております。 

  

(注)1.  上記マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、全て信託業務に係る株式数であります。 
    2. 前事業年度末において主要株主であったY'sライフ株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりまし

た。 
    3.  前事業年度末において主要株主でなかった山本商事株式会社は、当事業年度末では主要株主になっており

ます。  

（６）【所有者別状況】 
  平成23年5月31日現在

区分 

株式の状況 
単元未満株式
の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 金融機関 金融商品取
引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人）  －  24  28  60  61  6  6,685  6,864 － 

所有株式数 
（株） 

 －  17,672  2,897  95,338  17,577  34  106,882  240,400  －

所有株式数の
割合（％） 

 －  7.35  1.21  39.66    7.31  0.01  44.46    100.00 － 

（７）【大株主の状況】 

  平成23年5月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

山本商事株式会社 東京都武蔵野市吉祥寺南町3-31-9  61,500  25.58

飯田 和美 東京都杉並区  30,800  12.81

有限会社一商事 東京都西東京市柳沢1-6-3  16,800  6.98

山本 重穂 東京都武蔵野市  12,000  4.99

有限会社Ｋ.フォレスト 東京都武蔵野市西久保1-3-7  9,500  3.95

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町2-11-3  6,185  2.57

株式会社飯田産業 東京都武蔵野市境2-2-2  5,151  2.14

森  和彦 東京都武蔵野市  5,000  2.07

田中 敏子 東京都杉並区  4,200  1.74

タクトホーム株式会社 東京都西東京市東伏見3-6-19  3,708  1.54

計 －  154,844    64.41
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①【発行済株式】 

(注)  完全議決権株式（その他）の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2株含まれております。
また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。 

②【自己株式等】 

（８）【議決権の状況】 

  平成23年5月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     3,708 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式     236,692  236,692 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  240,400 － － 

総株主の議決権 －  236,692 － 

平成23年5月31日現在 

所有者の氏名又
は名称 所有者の住所 自己名義所有株

式数（株） 
他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

タクトホーム株式
会社 

東京都西東京市東
伏見三丁目6番19号 

 3,708  －  3,708  1.54

計 －  3,708  －  3,708  1.54
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当社は、株式報酬型ストックオプションを採用しております。 
当該制度は、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額を、既に株主総会にお

いて承認されている取締役報酬年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含みません)とは別枠で、各事業
年度に係る定時株主総会の日から１年間の年額100百万円を上限として設定すること等につき、平成23年８
月26日開催の第28期定時株主総会において決議されたものであります。 
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであり、その内容は以下のとおりで

あります。  

  
（注）各新株予約権の目的である株式の数（以下 「付与株式数」という）は１株とし、付与株式数が調整され

た場合には、取締役に交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数に新株予約権の上限数をを乗じた
数を上限とする。 
付与株式数の調整は、決議日(平成23年８月26日)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株
式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行
い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率  

また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。       

（９）【ストックオプション制度の内容】 

決議年月日 平成23年８月26日 

付与対象者の区分及び人数  当社取締役５名  

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

株式の数 
各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に割り当てる
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の
数の上限を5,000株としております。（注）  

新株予約権の行使時の払込金額 
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１
株当たりの行使価額を１円とし、これに各新株予約権の目的である
株式の数を乗じた金額としております。  

新株予約権の行使期間 
新株予約権を割り当てる日の翌日から３年を経過した日から20年以
内の範囲で、取締役会において定めることにしております。 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、当社取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位
をも喪失した時点以降、新株予約権を行使できるものとするなど、
新株予約権の行使条件については、取締役会において定めることに
しております。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承
認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項  

－ 
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【株式の種類等】 会社法第155条第３号による普通株式の取得 
（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

２【自己株式の取得等の状況】 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成22年9月6日）での決議状況 
（取得期間 平成22年9月7日～平成23年3月31日） 

 10,000  600,000,000

当事業年度前における取得自己株式  －  －

当事業年度における取得自己株式  3,708  234,407,900

残存決議株式の総数及び価額の総額  6,292  365,592,100

当事業年度の末日現在の未行使割合（％）  62.9  60.9

当期間における取得自己株式  －  －

提出日現在の未行使割合（％）  62.9  60.9

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 処分価額の総額 （円） 株式数（株） 処分価額の総額 （円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式  －  －  －  －

消却の処分を行った取得自己株式  －  －  －  －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式 

 －  －  －  －

その他 
（－） 

 －  －  －  －

保有自己株式数  3,708  －  3,708  －
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将来における企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株
主への利益還元を継続的に行なうことを基本方針としております。 
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。 
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり4,000円の配当（うち中間配当1,500円）を実施す
ることを決定いたしました。その結果、当事業年度の配当性向は19.8%となりました。 
内部留保資金については、優良な事業用地の仕入資金、新規市場における営業基盤の開拓資金等において有効に活
用してまいります。 
当社は、「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」旨を定款に
定めております。 
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

３【配当政策】 

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 

 平成23年1月11日 取締役会決議  358  1,500

 平成23年8月26日 定時株主総会決議  591  2,500

４【株価の推移】 

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 

決算年月 平成19年5月 平成20年5月 平成21年5月 平成22年5月 平成23年5月 

最高（円）  122,000  87,400  41,350  100,000  105,400

最低（円）  71,500  29,310  10,910  21,000  50,700

月別 平成22年12月 平成23年1月 平成23年2月 平成23年3月 平成23年4月 平成23年5月 

最高（円）  96,000  105,400  101,500  96,200  77,200  75,200

最低（円）  76,200  94,200  92,000  55,700  68,100  67,900
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５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数 
（株） 

代表取締役社長   山本 重穂 昭和27年2月15日生 

昭和49年 4月 オーディオ＆ビデオ株式会社入社 
昭和56年 9月 マイホームセンター株式会社入社 
昭和57年 2月 株式会社飯田産業入社 
平成 4年 4月 株式会社飯田産業取締役就任 
平成 7年 6月 当社取締役就任 
平成10年 7月 代表取締役社長就任（現任） 
平成11年 8月 住宅新興事業協同組合監事就任  
平成19月 8月 管理本部長就任 
平成21月 8月 住宅新興事業協同組合専務理事就任

（現任） 
平成22月 6月 ティーアラウンド株式会社代表取締

役会長就任（現任） 
平成22月 6月 株式会社ソリド・ワン代表取締役会

長就任（現任） 

（注)2  12,000

取締役副社長 
管理本部長 
経営管理部長 

中辻 満壽雄 昭和33年9月3日生 

昭和56年 4月 株式会社住友銀行(現、株式会社三
井住友銀行)入行 

平成13年 4月 同行新橋法人営業第一部次長 
平成15年 4月 同行渋谷債権管理センター所長 
平成17年 5月 株式会社三井住友銀行より当社へ出

向 
平成18年 7月 経営管理部長就任（現任） 
平成18年 8月 当社入社 取締役就任 
平成20年 8月 常務取締役就任 
  管理本部長就任（現任） 
平成21年 8月 取締役副社長就任（現任） 

（注)2  70

専務取締役 
営業本部長 
営業企画部長 
営業推進部長 

小寺 一裕 昭和42年7月18日生 

昭和61年 3月 有限会社朝倉入社 
平成元年 5月 株式会社日本クレスト入社 
平成 3年 8月 飯田建設工業株式会社(現、一建設

株式会社)入社 
平成12年 1月 当社入社 
平成12年 5月 本店店長就任 
平成13年 5月 取締役就任 
  戸建事業部長就任 
平成14年12月 常務取締役就任 
平成16年 6月 営業本部長就任（現任） 

企画営業部長(現 営業推進部長)就
任（現任） 

平成19年 8月 専務取締役就任（現任） 
平成20年 8月 営業企画部長就任（現任） 

（注)2  956

常務取締役 
生産本部長 
生産管理部長 

守 敏男 昭和26年10月19日生 

昭和50年 4月 光洋建設株式会社入社 
昭和51年 9月 伊藤工事株式会社入社 
平成 7年 4月 当社入社 
平成16年 8月 生産管理部長就任(現任) 
平成18年 8月 取締役就任 
平成19年 8月 常務取締役就任（現任） 

生産本部長就任（現任） 

（注)2  381

取締役 
事業推進本部
長 
事業推進部長 

江波戸 健 昭和38年10月21日生 

昭和63年 4月 株式会社ヴィクトリア入社 
平成 6年 1月 当社入社 
平成11年10月 溝口営業所店長就任 
平成15年 8月 取締役就任（現任） 
平成16年 6月 
平成17年11月 

営業管理部長就任 
調布営業所店長 

平成19年 8月 事業推進部長就任（現任） 
はるひ野営業所店長 

平成20年 8月 事業推進本部長就任（現任） 
平成22年 6月 ティーアラウンド株式会社代表取締

役社長就任(現任) 

（注)2  983
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(注) １．常勤監査役 土谷 茂、監査役 栗本 牧哉、監査役 小山 鉄也の各氏は、会社法第2条第16号に定める 
社外監査役であります。 

(注) ２．平成22年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 
(注) ３．平成21年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 
(注) ４．平成23年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数 
（株） 

常勤監査役   土谷  茂 昭和23年12月15日生 

昭和47年 4月 商工組合中央金庫(現、株式会社商
工組合中央金庫)入庫 

平成 6年 7月  同庫佐世保支店長  
平成 9年 7月 同庫融資第二部上席審査役 
平成11年 3月 同庫審査第三部上席審査役 
平成12年 7月 同庫審査第三部副部長 
平成16年 1月 学校法人小山学園入社 
平成20年 4月 寺内金属株式会社入社 
平成21年 3月 当社一時監査役就任 
平成21年 8月 当社常勤監査役就任（現任） 

（注)3  －

監査役   栗本 牧哉 昭和27年12月17日生 
昭和50年10月 アーサーヤング会計事務所入所 
平成元年 7月 栗本公認会計士事務所開設 
平成13年 5月 当社監査役就任（現任） 

（注)4  －

監査役   小山 鉄也 昭和32年8月8日生 
昭和61年10月 公認会計士開業登録 
平成 2年10月 小山公認会計士事務所開設 
平成15年 8月 当社監査役就任（現任） 

（注)4  －

計  14,390
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社のコーポレート・ガバナンスでは、経営の「透明性」「公平性」及び「迅速性」の実現を基本的な方針とし
ております。 
また、パブリックカンパニーとしての責任を全うすべく、コンプライアンスやリスクマネジメント体制の強化、
アカウンタビリティを含めたディスクロージャー体制の充実に取組むことによって、株主への利益還元の増大に努
めてまいります。 
  

② 企業統治の体制 
イ 企業統治の体制の概要     
・取締役会 
取締役会は、取締役５名をもって構成されております。 
取締役の人員数を最小限に抑えることによって、取締役会開催の利便性を高め、経営上の意思決定における
迅速性の実現に努めております。 
また、当社では経験、知識及びマネージメント能力に優れた者を取締役に選任しております。 
社外取締役については選任していないものの、監査役の取締役会及び全社会議といった主要な会議への出席
を促進させること等によって経営監視機能の強化を図っております。 
・全社会議 
全社会議は、代表取締役社長自らが中心となって定期的に開催しております。 
代表取締役社長をはじめ、取締役、常勤監査役、支社・支店及び営業所の店長並びに各部門の責任者等によ
って構成され、取締役会にて決議された重要事項等の「公平」かつ「迅速」なる共有化、経営における「透
明性」の実現に努めております。 
また、支社・支店及び営業所の店長並びに各部門の責任者等を含めた積極的な意見交換を行なうことによっ
て各部門における相互連携の強化を図るとともに、現場の「声」の経営へのタイムリーなフィードバックに
努めております。 
・監査役会 
当社では監査役制度を採用しております。 
監査役３名（うち社外監査役３名）は、原則として取締役会に先立ち監査役会を開催、取締役会審議事項を
精査して、取締役会に出席、必要に応じて意見を述べております。 
監査役会については、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名で構成され、定期的かつ機動的な開催によ
って有機的な経営の監視を行なっております。また、非常勤監査役2名とも公認会計士で会社財務・法務に
精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。 
監査役においては、取締役会や全社会議等といった主要な会議に出席し、取締役の業務執行状況等を監視し
ております。 

ロ 当該体制を採用する理由 
当社は、取締役会による監督機能に加え、社外監査役３名で構成されている監査役会は取締役の業務執行に
対する十分な監督機能を有していると考え、現行の体制を採用しております。 

ハ その他の企業統治に関する事項 
・内部統制システムの整備の状況  
当社制定の行動規範の中で、当社役員及び従業員の行動基準を定め、職務の執行において法令や社会規範を
遵守しなければならないことを明記しております。 
内部通報者保護規定を制定、取締役副社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。 
コンプライアンス委員会は、毎月１回開催され、役員および従業員に対する法令遵守の意識の普及や啓発を
行うとともに、クレーム等に対する再発防止策の検討も行っております。  
・リスク管理体制の整備の状況 
当社では、管理本部（経営管理部）を中心として、想定されるリスクの回避及びリスクが発生した場合にお
ける迅速かつ適切なる対応を行なっております。 
また、必要な場合には、顧問弁護士等との意見交換についても積極的に行なっております。 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 
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③ 内部監査及び監査役監査の状況 
イ 内部監査の状況 

当社では、代表取締役社長が直轄する内部監査室（1名）を設置しております。 
内部監査室では、全部門、全支社・支店及び営業所において実地による業務監査等を行なっております。 
その評価については、代表取締役社長へ報告されるのみならず、各部門の責任者への助言及び指導等をもっ
て行なっております。 

ロ 監査役監査の状況 
監査役は、常勤監査役１名（社外監査役）、非常勤監査役２名（社外監査役２名）であります。  
監査役は、内部監査部門と監査体制・監査計画・監査状況等について打ち合わせを行い、支店等への往査に
当たっては、内部監査室と同行し監査の効率化を図るとともに、内部監査部門からの監査方法・結果等につ
いて報告を受けるだけでなく、お互いの監査計画・監査実施状況・監査結果についてその都度意見交換を行
っております。 
また、会計監査人と年4回監査実施状況等を中心にミーティングを開催し、コーポレート・ガバナンスの充
実に努めております。 
  

④ 会計監査の状況 
会計監査については、新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。 
これらの業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は次のとおりであります。 

（注）１．継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。 
２．同監査法人は、既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与す
ることのないような措置をとっております。 

３. 監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士5名、会計士補等2名及びその他4名であり
ます。 

  
⑤ 社外監査役 

当社では、社外取締役の選任を行なっておりません。当社においては、社外監査役を３名選任しており、当該
社外監査役による監査が有効に実施されていることから、社外取締役を選任せずとも外部からの経営の監視機能
という面で十分に機能している体制が整っているものと考え、現状の体制を採用しております。また、当社と当
社の社外監査役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 
  なお、当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。 

  
⑥ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

         取締役会、監査役会及び全社会議等を定期的かつ機動的に開催すること等によってコーポレート・ガバナンス 

 の充実に取組んでまいりました。 
   また、全ての取締役会において監査役の出席がなされ、全社会議においても全取締役、監査役、全支社・支店
及び営業所の店長並びに各部門の責任者による積極的な意見交換がなされたこと等によりコンプライアンス、リス
クマネジメントの充実にも取組んでまいりました。 

  

業務を執行した公認会計士の氏名等 所属する監査法人名  

指定有限責任社員 業務執行社員 戸田 彰 新日本有限責任監査法人  

指定有限責任社員 業務執行社員 北澄 裕和 新日本有限責任監査法人  
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⑦ 役員報酬等 
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

   
ロ.役員報酬等の総額が１億円以上である者の役員報酬等の総額等 

    
ハ.役員報酬等の算定方法の決定に関する方針 
  役員報酬は、株主総会においてご承認いただいた確定額報酬枠内の範囲内で、その具体的金額を取締役につ
いては取締役会で、監査役については監査役の協議で決定しております。 

  
⑧ 株式の保有状況 
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額 
  銘柄数                8銘柄  

  貸借対照表計上額の合計額  百万円 
  
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（非上場株式を除く） 
前事業年度  
特定投資株式  

  
当事業年度 
特定投資株式  

   

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人） 基本報酬 賞与 退職慰労金 

取締役 
（社外取締役を除く。） 

 233   162  36   35   5

監査役 
（社外監査役を除く。） 

  －   －   －   －   －

社外役員   9   8   －   0   3

氏  名 
会社区分 

報酬等の種類別の総額（百万円） 報酬等の総額 

(役員区分) 基本報酬 賞与 退職慰労金 (百万円) 

山本 重穂 
(代表取締役)  

提出会社   78   10   19   107

189

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円）  

保有目的 

㈱みずほフィナンシャルグループ    329,489   54 円滑な取引関係の維持 

㈱飯田産業     52,000   39 不動産業界動向の把握  

一建設㈱     3,000   8 不動産業界動向の把握 

㈱東京都民銀行   1,000   1 円滑な取引関係の維持 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円）  

保有目的 

㈱みずほフィナンシャルグループ    351,000   44 円滑な取引関係の維持 

㈱飯田産業     52,000   36 不動産業界動向の把握  

一建設㈱     3,000   6 不動産業界動向の把握 

㈱東京都民銀行   1,000   1 円滑な取引関係の維持 
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⑨ 責任限定契約の内容の概要 
      当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する金額であります。 

⑩ 取締役の定数 
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。 

⑪ 取締役の選任の決議要件 
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が 
出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。 
  また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。 

⑫ 自己株式の取得 
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行すること
を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を
取得することができる旨を定款に定めております。 

⑬ 株主総会の特別決議要件 
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。こ
れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とす
るものであります。 

⑭ 中間配当 
当社は、株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
毎年11月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨定款に定めております。 

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  
②【その他重要な報酬の内容】 
該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 
前事業年度において当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「監査人か

ら引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査の報告」作成業務であります。 
当事業年度において当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「財務報告

目的の内部統制の整備・運用・評価等にかかる助言業務」であります。 

④【監査報酬の決定方針】 
該当事項はありません。 

（２）【監査報酬の内容等】 

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

 39  5  39  3
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１．財務諸表の作成方法について 
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 
なお、前事業年度（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年
度（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成21年6月1日から平成22年5月31日ま
で）及び当事業年度（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人に
より監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社
では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政
状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし
て、連結財務諸表を作成しておりません。 
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準         ％ 
売上高基準        ％ 
利益基準         ％   
利益剰余金基準      ％   

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
適正に把握し、財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構
や監査法人等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計の専門書の購読による自己啓発を行っております。 

第５【経理の状況】 

1.7
2.0
0.7
0.2
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１【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年５月31日) 

当事業年度 
(平成23年５月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,674 3,879 
販売用不動産 ※1  3,310 ※1  3,994 

仕掛販売用不動産 ※1  15,064 ※1  22,721 

未成工事支出金 2,079 2,452 
前渡金 168 312 
前払費用 ※3  22 ※3  52 

繰延税金資産 263 286 
その他 74 170 
流動資産合計 23,657 33,869 

固定資産   
有形固定資産   
建物 2,057 2,039 
減価償却累計額 △359 △449 

建物（純額） ※1  1,698 ※1  1,589 

工具、器具及び備品 159 160 
減価償却累計額 △110 △121 

工具、器具及び備品（純額） 48 39 
土地 ※1  2,248 ※1  2,406 

建設仮勘定 － 1 
有形固定資産合計 3,995 4,037 

無形固定資産   
ソフトウエア 225 172 
電話加入権 2 2 
無形固定資産合計 227 174 

投資その他の資産   
投資有価証券 477 439 
関係会社株式 － 55 
出資金 4 4 
関係会社出資金 102 102 
長期前払費用 4 3 
繰延税金資産 212 210 
その他 153 120 
投資その他の資産合計 954 934 

固定資産合計 5,177 5,146 

資産合計 28,834 39,016 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年５月31日) 

当事業年度 
(平成23年５月31日) 

負債の部   
流動負債   
営業未払金 3,332 3,029 
短期借入金 ※1,※2,※3  3,265 ※1,※2,※3  10,363 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  630 ※1  470 

未払金 96 266 
未払費用 ※3  146 ※3  184 

未払法人税等 2,377 2,296 
前受金 255 232 
預り金 55 73 
賞与引当金 183 272 
役員賞与引当金 30 17 
災害損失引当金 － 40 
その他 3 14 
流動負債合計 10,375 17,260 

固定負債   
長期借入金 ※1  730 ※1  259 

退職給付引当金 212 234 
役員退職慰労引当金 221 257 
保証工事引当金 306 300 
その他 25 33 
固定負債合計 1,497 1,086 

負債合計 11,872 18,346 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,429 1,429 
資本剰余金   
資本準備金 1,493 1,493 
その他資本剰余金 444 444 
資本剰余金合計 1,937 1,937 

利益剰余金   
利益準備金 41 41 
その他利益剰余金   
繰越利益剰余金 13,573 17,525 

利益剰余金合計 13,614 17,566 

自己株式 － △234 

株主資本合計 16,981 20,698 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △18 △29 

評価・換算差額等合計 △18 △29 

純資産合計 16,962 20,669 

負債純資産合計 28,834 39,016 
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②【損益計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高   
不動産販売高 46,439 61,299 
請負工事収入 219 239 
賃貸収入 4 4 
その他の不動産収入 121 210 
売上高合計 46,784 61,754 

売上原価   
不動産販売原価 ※1  37,546 ※1  48,434 

請負工事原価 158 185 
賃貸原価 0 0 
売上原価合計 37,705 48,620 

売上総利益 9,078 13,134 
販売費及び一般管理費   
販売手数料 1,216 1,668 
広告宣伝費 87 117 
役員報酬 152 170 
給与手当 775 904 
賞与 94 121 
賞与引当金繰入額 125 189 
退職給付引当金繰入額 35 26 
役員退職慰労引当金繰入額 25 35 
法定福利費 135 184 
福利厚生費 34 54 
通信交通費 36 36 
減価償却費 145 135 
地代家賃 92 93 
租税公課 326 382 
その他 414 482 
販売費及び一般管理費合計 3,697 4,603 

営業利益 5,380 8,531 
営業外収益   
受取利息 4 6 
受取配当金 2 6 
安全協力会収受金 45 63 
雑収入 12 41 
営業外収益合計 65 117 

営業外費用   
支払利息 ※4  102 ※4  188 

雑損失 5 20 
営業外費用合計 108 208 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

経常利益 5,338 8,439 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 2 

特別利益合計 － 2 

特別損失   
投資有価証券評価損 － 55 
固定資産除却損 ※2  8 ※2  3 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6 
ゴルフ会員権評価損 － 32 
店舗閉鎖損失 ※3  5 － 
災害による損失 － ※5  96 

特別損失合計 13 193 

税引前当期純利益 5,324 8,248 

法人税、住民税及び事業税 2,342 3,429 
法人税等調整額 △153 △20 

法人税等合計 2,189 3,409 

当期純利益 3,135 4,839 
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 不動産販売原価明細書 

(注)  原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

請負工事原価明細書 

(注)  原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

賃貸原価明細書 

 【製造原価明細書】 

    
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

   

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％）   

Ⅰ 土地取得費    26,624  70.9  34,297  70.8   

Ⅱ 労務費    488  1.3  647  1.4   

Ⅲ 外注費    10,003  26.7  12,945  26.7   

Ⅳ 経費    429  1.1  543  1.1   

合計    37,546  100.0  48,434  100.0   

    
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

   

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％）   

Ⅰ 労務費    8  5.1  7  4.2   

Ⅱ 外注費    144  91.6  170  92.0   

Ⅲ 経費    5  3.3  7  3.8   

合計    158  100.0  185  100.0   

    
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

   

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％）   

Ⅰ 減価償却費    0  45.4  0  45.4   

Ⅱ その他経費    0  54.6  0  54.6   

合計    0  100.0  0  100.0   
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③【株主資本等変動計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 1,429 1,429 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,429 1,429 
資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 1,493 1,493 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,493 1,493 
その他資本剰余金   
前期末残高 － 444 
当期変動額   
自己株式の処分 444 － 

当期変動額合計 444 － 

当期末残高 444 444 
資本剰余金合計   
前期末残高 1,493 1,937 
当期変動額   
自己株式の処分 444 － 

当期変動額合計 444 － 

当期末残高 1,937 1,937 
利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 41 41 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 41 41 

その他利益剰余金   
繰越利益剰余金   
前期末残高 10,553 13,573 
当期変動額   
剰余金の配当 － △528 
当期純利益 3,135 4,839 
剰余金の配当（中間配当額） △115 △358 

当期変動額合計 3,020 3,952 

当期末残高 13,573 17,525 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

利益剰余金合計   
前期末残高 10,594 13,614 
当期変動額   
剰余金の配当 － △528 
当期純利益 3,135 4,839 
剰余金の配当（中間配当額） △115 △358 

当期変動額合計 3,020 3,952 

当期末残高 13,614 17,566 
自己株式   
前期末残高 △246 － 
当期変動額   
自己株式の処分 246 － 
自己株式の取得 － △234 

当期変動額合計 246 △234 

当期末残高 － △234 

株主資本合計   
前期末残高 13,269 16,981 
当期変動額   
剰余金の配当 － △528 
当期純利益 3,135 4,839 
剰余金の配当（中間配当額） △115 △358 
自己株式の処分 690 － 
自己株式の取得 － △234 

当期変動額合計 3,711 3,717 

当期末残高 16,981 20,698 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △57 △18 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38 △10 

当期変動額合計 38 △10 

当期末残高 △18 △29 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △57 △18 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38 △10 

当期変動額合計 38 △10 

当期末残高 △18 △29 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

純資産合計   
前期末残高 13,212 16,962 
当期変動額   
剰余金の配当 － △528 
当期純利益 3,135 4,839 
剰余金の配当（中間配当額） △115 △358 
自己株式の処分 690 － 
自己株式の取得 － △234 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38 △10 

当期変動額合計 3,750 3,707 

当期末残高 16,962 20,669 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前当期純利益 5,324 8,248 
減価償却費 176 160 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6 
災害による損失（固定資産滅失損） － 54 
賞与引当金の増減額（△は減少） 183 88 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 37 22 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 30 △13 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 35 
保証工事引当金の増減額（△は減少） △21 △5 
災害損失引当金の増減額（△は減少） － 40 
受取利息及び受取配当金 △6 △12 
投資有価証券評価損 － 55 
支払利息 102 188 
投資有価証券売却損益（△は益） － △2 
有形固定資産除却損 8 3 
ゴルフ会員権評価損 － 32 
たな卸資産の増減額（△は増加） △2,830 △8,713 
前渡金の増減額（△は増加） △147 △143 
その他の資産の増減額（△は増加） 68 △117 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,860 △303 
前受金の増減額（△は減少） 70 △22 
その他の負債の増減額（△は減少） △108 249 

小計 1,045 △148 

利息及び配当金の受取額 7 10 
利息の支払額 △104 △194 
法人税等の支払額 △6 △3,528 

営業活動によるキャッシュ・フロー 941 △3,860 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期積金の預入による支出 △13 △18 
定期積金の払戻による収入 － 24 
関係会社株式の取得による支出 － △55 
出資金の取得による支出 － △0 
出資金の売却による収入 0 0 
投資有価証券の取得による支出 △312 △331 
投資有価証券の売却による収入 － 306 
有形固定資産の取得による支出 － △191 
無形固定資産の取得による支出 △7 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △332 △272 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） △2,194 7,098 
長期借入金の返済による支出 △738 △630 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △242 △2 
自己株式の取得による支出 － △234 
自己株式の売却による収入 690 － 
配当金の支払額 △115 △886 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,599 5,344 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,990 1,211 

現金及び現金同等物の期首残高 4,649 2,659 
現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,659 ※1  3,870 
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前事業年度(自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日) 
該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日) 
該当事項はありません。 

【継続企業の前提に関する事項】 
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【重要な会計方針】 

項目 
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

１．有価証券の評価基準及び
評価方法 

（1）満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）を採用してお

ります。  

（1）           －  

  （2）      －  （2）子会社株式及び関連会社 
移動平均法による原価法を採用して

おります。  
  （3）その他有価証券 

時価のあるもの 
決算日の市場価額等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定） 

（3）その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価のないもの 
同左 

２．たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成
工事支出金 
 個別法による原価法(収益性の低下によ
る簿価切下げの方法) 

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成
工事支出金 

 同左  

３．固定資産の減価償却の方
法 

(1）有形固定資産(リース資産を除く) 
定率法 
 ただし、平成10年4月1日以降に取得し
た建物（建物付属設備は除く）について
は、定額法。 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。 

(1）有形固定資産(リース資産を除く) 
同左 

  建物         11～50年   
  工具、器具及び備品     3～20年   
  (2）無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法 
 なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（5
年）に基づいております。 

(2）無形固定資産(リース資産を除く) 
同左 

  (3) リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。  
 なお、所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引のうち、リース取引開始日が平
成20年5月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。  

(3) リース資産 
同左 

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備えるため、支
給見込額のうち当期に負担すべき額を計
上しております。 

(1）賞与引当金 
同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

  (2）役員賞与引当金 
役員に対する賞与の支給に備えるた
め、当事業年度における支給見込額に基
づき計上しております。  

(2）役員賞与引当金 
同左  

  (3）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事
業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。 
過去勤務債務は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(５年)による定額法により費用処理する
こととしております。  
数理計算上の差異は、各事業年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間
内の一定の年数(５年)による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしておりま
す。 

(3）退職給付引当金 
同左  

  (会計方針の変更)  
当事業年度より、「「退職給付に係る
会計基準」の一部改正（その３）」（企
業会計基準第19号 平成20年７月31日）
を適用しております。 
なお、これによる営業利益、経常利益
及び税引前当期純利益に与える影響はあ
りません。 

－ 

  (追加情報) 
当社は、当事業年度より、従業員の平
均残存勤務期間の短縮に伴い、過去勤務
債務及び数理計算上の差異の償却年数を
それぞれ11年から５年に短縮しておりま
す。 
なお、この変更よる営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益に与える影響は
僅少であります。 

－ 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

  (4）役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、役員退職慰労金規程に基づく期末要
支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 
同左 

  (5) 保証工事引当金 
  保証工事に係る費用に備えるため、過
去の実績を基礎として算出した見積額を
対象物件の販売時に計上しております。 

(5) 保証工事引当金 
同左 

  (6)       － 
  

(6) 災害損失引当金 
 東日本大震災により被災した資産の撤
去費用及び原状回復費用等に備えるた
め、翌事業年度に発生が見込まれる費用
の見積額を計上しております。  

５．キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない取得日
から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

(1）消費税等の会計処理 
① 税抜方式によっております。 
② 控除対象外消費税等は、固定資産に
係るものは投資その他の資産の「その
他」に計上し5年間で均等償却を行な
っており、それ以外は発生年度の期間
費用としております。 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

【重要な会計方針の変更】 
前事業年度 

（自 平成21年6月1日  
   至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日  
   至 平成23年5月31日） 

－  
  
  
  
  
  
  
  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま
す。 
なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は僅少であります。     
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【注記事項】 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成22年5月31日） 

当事業年度 
（平成23年5月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次
のとおりであります。 
(1) 担保権の設定されている資産 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次
のとおりであります。 
(1) 担保権の設定されている資産 

 販売用不動産 百万円 379
 仕掛販売用不動産 百万円 3,399
 建物 百万円 1,175
 土地 百万円 1,354

 計 百万円 6,309

 販売用不動産 百万円 663
 仕掛販売用不動産 百万円 11,038
 建物 百万円 1,112
 土地 百万円 1,354

 計 百万円 14,168
   (2) 上記に対応する債務    (2) 上記に対応する債務 

 短期借入金 百万円 3,265
 １年内返済予定の
長期借入金 

 百万円 290

 長期借入金 百万円 550

 計 百万円 4,105

 短期借入金 百万円 9,656
 １年内返済予定の
長期借入金 

 百万円 290

 長期借入金 百万円 259

 計 百万円 10,206

      上記以外に土地 百万円及び建物 百万円につい
ては、銀行取引に係る根抵当権(極度額 百万
円)が設定されております。 

893 478
4,000

      上記以外に土地 百万円及び建物 百万円につい
ては、銀行取引に係る根抵当権(極度額 百万
円)が設定されております。 

893 367
4,000

※２ 当社では土地仕入資金の効率的な調達として、取引
銀行５行と当座貸越契約を締結しております。 
これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりであります。 

※２ 当社では土地仕入資金の効率的な調達として、取引
銀行７行と当座貸越契約を締結しております。 
これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 百万円16,000
借入実行残高 百万円1,654

差引額 百万円14,345

当座貸越極度額 百万円18,750
借入実行残高 百万円4,741

差引額 百万円14,008

※３ 関係会社項目 
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された
ものの他次のものがあります。 

※３ 関係会社項目 
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された
ものの他次のものがあります。 

前払費用 百万円0
未払費用 百万円0
短期借入金 百万円1,006

前払費用 百万円0
未払費用 百万円0
短期借入金 百万円1,051

         － 
  
  

 ４ 偶発債務 
債務保証 
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し 
債務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円）   内容     

㈱ソリド・ 
ワン  

 百万円 100   借入債務   
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

※１ 不動産販売原価には、以下のものが含まれておりま
す。 

※１ 不動産販売原価には、以下のものが含まれておりま
す。 

 たな卸資産評価損 百万円 △157  たな卸資産評価損 百万円 △27

※２ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま
す。           

※２ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま
す。           

 建物 百万円 6
 工具、器具及び備品 百万円 1

 合計 百万円 8

 建物 百万円 3
 工具、器具及び備品 百万円 0

 合計 百万円 3
※３ 店舗閉鎖損失は、主に営業所の統廃合に伴い生じた

事務所賃貸借契約の解約に係る原状回復費用であり
ます。 

                － 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 

関係会社への支払利息 百万円 17 関係会社への支払利息 百万円 22

－   ※５ 災害による損失の内訳は、以下のとおりでありま
す。  

   東日本大震災による災害損失  

なお、原状回復費用等には災害損失引当金繰入額
40百万円が含まれております。 

固定資産滅失損 百万円 54
原状回復費用等 40百万円 

 合計 百万円 96
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前事業年度 （自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日） 
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)  普通株式の自己株式の株式数の減少10,178株は、自己株式の処分（株式の売出し）によるものであります。 

2. 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が次事業年度となるもの 

当事業年度 （自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日） 
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加3,708株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

2. 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が次事業年度となるもの 

（株主資本等変動計算書関係） 

  前事業年度末株式数 
（株） 

当事業年度増加株式数 
（株） 

当事業年度減少株式数 
（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

 発行済株式                    

   普通株式  240,400 － －  240,400

 合計  240,400 － －  240,400

 自己株式                    

   普通株式（注）  10,178 － 10,178  －

 合計  10,178 － 10,178  －

 決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

1株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

 平成22年1月12日 
取締役会 

 普通株式  115  500  平成21年11月30日 平成22年2月8日 

決議 株式の種類  
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
1株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年8月24日 
定時株主総会 

普通株式  528 利益剰余金  2,200 平成22年5月31日 平成22年8月25日 

  前事業年度末株式数 
（株） 

当事業年度増加株式数 
（株） 

当事業年度減少株式数 
（株） 

当事業年度末株式数 
（株） 

 発行済株式                    

   普通株式  240,400 － －  240,400

 合計  240,400 － －  240,400

 自己株式                    

   普通株式（注）  － 3,708 －  3,708

 合計  － 3,708 －  3,708

 決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

1株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

 平成22年8月24日 
定時株主総会 

 普通株式  528  2,200  平成22年5月31日 平成22年8月25日 

 平成23年1月11日 
取締役会 

 普通株式  358  1,500  平成22年11月30日 平成23年2月7日 

決議 株式の種類  
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
1株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年8月26日 
定時株主総会 

普通株式  591 利益剰余金  2,500 平成23年5月31日 平成23年8月29日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

 

（平成22年5月31日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定  2,674
預入期間が３ケ月を超える定期積金  △15

現金及び現金同等物  2,659
 

（平成23年5月31日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定  3,879
預入期間が３ケ月を超える定期積金  △9

現金及び現金同等物  3,870

  ２ 重要な非資金取引の内容 
当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 百万
円であります。  

   

239

－ 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成21年6月１日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月１日 
至 平成23年5月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 １．ファイナンス・リース取引 
所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（1）リース資産の内容  （1）リース資産の内容  
（ア）有形固定資産  

新本社のネットワーク構築に係る設備(工具、
器具及び備品)であります。 

（ア）有形固定資産  
同左 

（イ）無形固定資産 
ソフトウェアであります。 

（イ）無形固定資産 
同左  

（2）リース資産の減価償却の方法 
 重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」
に記載のとおりであります。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっており、その内容は以下のとおりで
あります。 

（2）リース資産の減価償却の方法 
  同左  

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

  取得価額相当
額(百万円) 

減価償却累計
額相当額   
 (百万円) 

期末残高相当
額(百万円) 

 工具、器具及
び備品 

 13  11  1

   合計  13  11  1

  取得価額相当
額(百万円) 

減価償却累計
額相当額   
 (百万円) 

期末残高相当
額(百万円) 

 工具、器具及
び備品 

 3  2  0

   合計  3  2  0

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形
固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しております。 

(注)                   同左 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 百万円 1
１年超 百万円 1

 合計 百万円 2

１年内 百万円 0
１年超 百万円 0

 合計 百万円 1
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法により算定しておりま
す。 

(注)          同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 百万円3

減価償却費相当額 百万円1

支払リース料 百万円0

減価償却費相当額 百万円0
④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法 によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
         同左 

２．オペレーティング・リース取引 
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料 

１年内 百万円 5

１年超 百万円 9

 合計 百万円 15

１年内 百万円 7

１年超 百万円 15

 合計 百万円 22
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前事業年度（自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流
動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバテ
ィブは、その必要性の有無によるものの、投機的な取引は行わない方針です。 
  

（2）金融商品の内容及びリスク 
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されております。 
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内に支払期日が到来するものであります。 
短期借入金は主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒され

ております。  
  

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
① 信用リスク(取引先等の契約不履行等に係るリスク)の管理 
満期保有目的の債券は、リスク管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リ

スクは僅少であります。 
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業等）の財務状況等を把握し、また、満

期保有目的以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して
おります。 
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。 
  

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。   

  
２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年５月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

  

（金融商品関係） 

  
貸借対照表計上額 
（百万円）  

時価（百万円） 差額（百万円） 

（1）現金及び預金  2,674  2,674  －

（2）投資有価証券                  

①満期保有目的の債券  304   308   4

②その他有価証券  103   103   －

資産計   3,082  3,086  4

（1）営業未払金   3,332  3,332  －

（2）短期借入金   3,265  3,265  －

（3）未払法人税等   2,377  2,377  －

負債計  8,974  8,974  －

8915/2011年-54-



（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項 
資 産 
（1）現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 

（2）投資有価証券 
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融

機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につい
ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 
  
負 債 
（1）営業未払金、（2）短期借入金、（3）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 
   

２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上記の「（２）投資有価証券」には含めておりません。 

  
３. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

  
（追加情報）  
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）
を適用しております。  

区分 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式  69

合計  69

  
１年以内 
（百万円） 

1年超５年以内
（百万円）  

５年超10年以内
（百万円）  

現金及び預金   2,669  －  －

投資有価証券       

満期保有目的の債券       

社債   －   －   304

合計   2,669   －   304
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当事業年度（自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日） 
１．金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流
動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバテ
ィブは、その必要性の有無によるものの、投機的な取引は行わない方針です。 
  

（2）金融商品の内容及びリスク 
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。 
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内に支払期日が到来するものであります。 
短期借入金は主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒され

ております。  
  

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
 ①市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業等）の財務状況等を把握し、市況や取

引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 
 ②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。 
  

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。   

  
２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年５月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２.参照）。 

  

  
貸借対照表計上額 
（百万円）  

時価（百万円） 差額（百万円） 

（1）現金及び預金  3,879  3,879  －

（2）投資有価証券                  

その他有価証券  369   369   －

資産計   4,249  4,249  －

（1）営業未払金   3,029  3,029  －

（2）短期借入金   10,363  10,363  －

（3）未払法人税等   2,296  2,296  －

負債計  15,688  15,688  －
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（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項 
資 産 
（1）現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 

（2）投資有価証券 
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融

機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項につい
ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 
  
負 債 
（1）営業未払金、（2）短期借入金、（3）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。 
   

２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上記の「（２）投資有価証券」には含めておりません。 

  
３. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

  

区分 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式  69

合計  69

  
１年以内 
（百万円） 

1年超５年以内
（百万円）  

５年超10年以内
（百万円）  

10年超 
（百万円）  

現金及び預金   3,878  －  －  －

投資有価証券         

その他有価証券のうち
満期があるもの 

        

信託社債   －   －   －   249

合計   3,878   －   －   249
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前事業年度（平成22年５月31日現在） 
１．満期保有目的の債券 

  
２．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 69百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 （自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 
該当事項はありません。 

  

（有価証券関係） 

    
種類 

  
貸借対照表計上額 
（百万円） 

  
時価（百万円） 

  
差額（百万円） 

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等  －  －  －

(2) 社債  304  308  4

(3）その他  －  －  －

小計  304  308  4

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  304  308  4

    
種類 

  
貸借対照表計上額 
（百万円） 

  
取得原価 
（百万円） 

  
差額（百万円） 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の 

(1) 株式  48  20  27

(2) 債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  48  20  27

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 

(1）株式  55  101  △46

(2）債券  －  －  －

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  55  101  △46

合計  103  122  △18
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当事業年度（平成23年５月31日現在） 
１．満期保有目的の債券 
該当事項はありません。 
  

２．子会社株式 

子会社株式（貸借対照表計上額 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。 
  

３．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 69百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  
４. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券 （自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日） 

  
５．当事業年度中に売却したその他有価証券 （自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日） 

該当事項はありません。 
  

６. 減損処理を行った有価証券 
当事業年度において、有価証券について55百万円（その他有価証券の株式55百万円）減損処理を行って

おります。 
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。 

55

    
種類 

  
貸借対照表計上額 
（百万円） 

  
取得原価 
（百万円） 

  
差額（百万円） 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の 

(1) 株式  36  13  22

(2) 債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  36  13  22

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 

(1）株式  83  84  △1

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  249  300  △50

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  332  384  △52

合計  369  398  △29

  売却原価（百万円） 売却額（百万円） 売却損益（百万円） 

社債  303  306  2

売却理由 債券価格の上昇により、有利な条件下での売却をしたものであります。 
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前事業年度（自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日） 
当社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。 
  
当事業年度（自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日） 
当社はデリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。  

１．採用している退職給付制度の概要 
当社は、退職一時金制度並びに一部確定拠出年金制度を採用しております。 
  

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（デリバティブ取引関係） 

（退職給付関係） 

  前事業年度 
（平成22年5月31日） 

当事業年度 
（平成23年5月31日） 

退職給付債務（百万円）       △173             △210      

未積立退職給付債務（百万円）       △173             △210      

未認識数理計算上の差異（百万円）       △51             △32      

未認識過去勤務債務（百万円）       12             8      

退職給付引当金（百万円）       △212             △234      

  
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

勤務費用（百万円）       41             34      

利息費用（百万円）       2             2      

数理計算上の差異の費用処理額（百万円）       △4             △11      

過去勤務債務の費用処理額（百万円）       3             3      

確定拠出年金への掛金支払額（百万円）       9             11      

退職給付費用（百万円）       52             41      

  
前事業年度 

（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

割引率 1.5% 同左   

数理計算上の差異の処理年数 

  
  
  
  
  

年(各事業年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理する
こととしております。)  

5

同左   

過去勤務債務の額の処理年数 
  

年(発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により費用処理するこ
ととしております。) 

5 同左 
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前事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日)  
該当事項はありません。 

当事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日)  
該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内
訳 

繰延税金資産 （百万円） 

未払事業税  176
賞与引当金  67
退職給付引当金  84
役員退職慰労引当金  90
保証工事引当金  124
その他  96
繰延税金資産小計  639
評価性引当額  △162

繰延税金資産合計  477
繰延税金負債      

前払労働保険料  △1

繰延税金負債合計  △1

繰延税金資産の純額  476

繰延税金資産 （百万円） 

未払事業税  169
賞与引当金  102
退職給付引当金  93
役員退職慰労引当金  104
保証工事引当金  122
その他  70
繰延税金資産小計  663
評価性引当額  △160

繰延税金資産合計  502
繰延税金負債      

前払労働保険料  △2

その他  △2

繰延税金負債合計  △5
繰延税金資産の純額  496

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である
ため、記載は省略しております。 

  
同 左  

（持分法損益等） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

 関連会社に対する投資の重要性が乏しいため、記載を省
略しております。 

同左 
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当事業年度末（平成23年５月31日）  
資産除去債務の総額が重要性に乏しいため、注記を省略しております。   

  

前事業年度（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 
賃貸等不動産の総額が重要性に乏しいため、注記を省略しております。 

（追加情報） 
当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年
11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
23号 平成20年11月28日）を適用しております。 
  

当事業年度（自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日） 
賃貸等不動産の総額が重要性に乏しいため、注記を省略しております。  

（資産除去債務関係） 

（賃貸等不動産関係） 
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当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日） 
１．報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は主に戸建分譲事業、その他に不動産賃貸事業等を展開しております。戸建分譲事業の占める売上

高の割合は99％超と大部分を占めるため、「戸建分譲事業」のみを報告セグメントとしております。 
「戸建分譲事業」は、建売分譲、土地分譲及び請負工事を行っております。   

  
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 
報告セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。 
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
前事業年度（自  平成21年6月1日  至  平成22年5月31日）                         （単位：百万円）

  
当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日）            （単位：百万円） 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等の
事業活動を含んでおります。 

２.セグメント利益は、営業利益を記載しております。 
３.資産については、事業セグメントに配分しておりません。    

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 

  
  

  
報告セグメント 

  
その他 

  （注）１ 

  
合計 

  

  
調整額 

  

  
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

戸建分譲事業 

  
売上高 
外部顧客への売上高  

  

  46,658

  

  125

  

  46,784

  
  －

  

  46,784

計   46,658   125   46,784   －   46,784

セグメント利益(注)２   5,255   125   5,380   －  5,380

その他の項目 
減価償却費 

  176   0   176   －  176

  
  

  
報告セグメント 

  
その他 

  （注）１ 

  
合計 

  

  
調整額 

  

  
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

戸建分譲事業 

  
売上高 
外部顧客への売上高  

  

  61,539

  

  215

  

  61,754

  
  －

  

  61,754

計   61,539   215   61,754   －   61,754

セグメント利益(注)２   8,315   215   8,531   －  8,531

その他の項目 
減価償却費 

  160   0   160   －  160
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当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日） 
１．製品及びサービスごとの情報 
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

  
２．地域ごとの情報 
(1）売上高 
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。  

  
(2）有形固定資産 
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。  

  
３．主要な顧客ごとの情報 
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありま
せん。 

当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日） 
該当事項はありません。 
  

  

当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日） 
該当事項はありません。 

  
  

当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日） 
該当事項はありません。 
  

（追加情報） 
当事業年度（自  平成22年6月1日  至  平成23年5月31日）  
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成
20年３月21日）を適用しております。  

【関連情報】 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 
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前事業年度（自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日） 
関連当事者との取引 
財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等  

(注) １．資金の借入については、利率は市場金利等を勘案して合理的に決定しており、返済条件は期間1年未満、一
括返済としております。 

当事業年度（自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日） 
関連当事者との取引 
(1)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等  

(注) １．資金の借入については、利率は市場金利等を勘案して合理的に決定しており、返済条件は期間1年未満、一
括返済としております。 

         (2)財務諸表提出会社の役員及び主要株主等  

(注) １．取引金額は消費税等を含んでおりません。 
２. 不動産販売につきましては、第三者との取引における場合と同等の条件によっております。 

【関連当事者情報】 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有割
合 
（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目 期末残高 
（百万円） 

関連会社 
住宅新興
事業(協) 

東京都 
武蔵野市  306 金融事業 

(所有) 
直接 33.3 

資金の借入 
役員の兼任 

借入利息の
支払  17 前払費用  0

転貸手数料
の支払  1 未払費用  0

資金の借入  2,768 短期借入金  1,006

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有割
合 
（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目 期末残高 
（百万円） 

関連会社 
住宅新興
事業(協) 

東京都 
武蔵野市  306 金融事業 

(所有) 
直接 33.3 

資金の借入 
役員の兼任 

借入利息の支
払  22 前払費用  0

転貸手数料の
支払  1 未払費用  0

資金の借入  2,840
短期借入
金  1,051

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有割
合 
（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目 期末残高 
（百万円） 

役員 江波戸健 － － 
当社 
取締役 

(被所有) 
直接 0.4 

不動産販売  不動産販売  63 －  －
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(注)  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日） 

1株当たり純資産額     円   銭70,558 79
1株当たり当期純利益金額  円   銭13,438 79

1株当たり純資産額     円   銭87,325 95
1株当たり当期純利益金額  円   銭20,245 47

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

  
前事業年度 

(自 平成21年6月1日 
至 平成22年5月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年6月1日 
至 平成23年5月31日) 

1株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  3,135  4,839

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  3,135  4,839

期中平均株式数（株）  233,317  239,017
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成21年6月1日 
 至 平成22年5月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年6月1日 
 至 平成23年5月31日） 

子会社の設立 
平成22年５月31日開催の取締役会において、次のとお

り子会社を設立することを決議し、平成22年６月２日に
設立いたしました。 
１.子会社設立の理由 
当社事業の収益体質強化策の一環として、関連事業の

拡大及びコスト削減等を目的として設立いたしました。 
２.子会社の概要 
２－１ 
(1) 商号 ティーアラウンド株式会社 
(2) 代表者 代表取締役会長 山本 重穂   

(当社代表取締役社長) 
代表取締役社長 江波戸 健 

(当社取締役 事業推進本部長兼事
業推進部長) 

(3) 所在地 東京都西東京市 
(4) 設立年月日 平成22年６月２日 
(5) 主な事業の内容 不動産業、損害保険代理店業 

住宅関連設備等販売業等  
(6) 決算期 ５月31日 
(7) 資本金 ５百万円 
(8) 大株主及び株主比率 当社 100% 
２－２ 
(1) 商号 株式会社ソリド・ワン 
(2) 代表者 代表取締役会長 山本 重穂   

(当社代表取締役社長) 
代表取締役社長 有馬 弘宣 

(3) 所在地 東京都西東京市 
(4) 設立年月日 平成22年６月２日 
(5) 主な事業の内容 建物解体工事業、建築土木工 

事業等  
(6) 決算期 ５月31日 
(7) 資本金 ５百万円 
(8) 大株主及び株主比率 当社 100% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
－ 
   

  
  
  
－  
  
  
  
   

ストックオプション制度の採用 
当社は、平成23年８月26日開催の当社第28期定時株主

総会において、取締役に対するストックオプションとし
ての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決
定について決議しております。 
なお、その内容は「第４ 提出会社の状況 １.株式

等の状況 （９）ストックオプション制度の内容」に記
載のとおりであります。 
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【株式】 

  
【債券】 

  
  【その他】 
該当事項はありません。  

  

（注）(1)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 
土地    大宮営業所用地         133百万円 
   

該当事項はありません。 

⑤【附属明細表】 
【有価証券明細表】 

  
  
  
  
  
  
  
 投資有価 
 証券 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
その他有価 
 証券 

  
  
  
  
  

銘柄 株式数(株) 
貸借対照表計上額 
(百万円) 

㈱ファミリーライフサービス   1,000   50

㈱みずほフィナンシャルグループ   351,000   44

㈱飯田産業  52,000  36

㈱商工組合中央金庫   250,000  31

㈱第一ファイナンス    285  14

一建設㈱   3,000  6

㈱ホーク・ワン   4,400  5

    ㈱東京都民銀行   1,000  1

    計    662,685  189

  
投資有価 
証券 

  
  
その他有価 
 証券 
  

銘柄 券面総額（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円）  

第NCOO20回SMBC信託社債 
(責任財産限定特約付) 

  300   249

    計    300   249

【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
 （百万円） 

有形固定資産                                          

建物  2,057  44  63  2,039  449  89  1,589

工具、器具及び備品  159  3  2  160  121  12  39

土地  2,248  158  －  2,406  －  －  2,406

建設仮勘定  －  1  －  1  －  －  1

有形固定資産計  4,465  207  65  4,608  570  101  4,037

無形固定資産                                          

ソフトウエア  304  6  －  310  137  59  172

電話加入権  2  －  －  2  －  －  2

無形固定資産計  306  6  －  312  137  59  174

 長期前払費用  20  1  6  15  12  2  3

【社債明細表】 
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 （注）1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 
        2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 
       3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返

済予定額の総額は以下のとおりであります。 

 当事業年度末における資産除去債務の金額が、当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以
下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。  

【借入金等明細表】 

区分 前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 返済期限 

短期借入金  3,265  10,363  1.37 － 

1年以内に返済予定の長期借入金  630  470  0.94 － 

1年以内に返済予定のリース債務  2  2  － －  

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）  730  259  0.94
 平成24年7月31日 
～平成25年8月31日 

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)  9  6  －
 平成24年6月4日 
～平成26年9月25日 

その他有利子負債  －  －  － － 

合計  4,637  11,102 － － 

  １年超２年以内 
（百万円）  

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金   225  34  －  －

リース債務    3  2  0  －

【引当金明細表】 

区分 前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

賞与引当金  183  272  183  －  272

役員賞与引当金  30  17  30  －  17

災害損失引当金 －  40  －  －  40

役員退職慰労引当金  221  35  －  －  257

保証工事引当金  306  53  59  －  300

【資産除去債務明細表】 
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① 資産の部 
イ．現金及び預金 

ロ．販売用不動産 

 （注）１．件数欄については、棟数を表示しております。 
２．販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。 

（２）【主な資産及び負債の内容】 

区分 金額（百万円） 

現金  1

預金の種類      

当座預金  3,563

普通預金  52

別段預金  3

定期預金  250

定期積金  9

小計  3,878

合計  3,879

内訳 件数 土地面積（㎡） 金額（百万円） 

戸建住宅  167  21,177.79  3,994

合計  167  21,177.79  3,994

内訳 件数 土地面積（㎡） 金額（百万円） 

東京都  19  2,000.92  576

埼玉県  39  4,231.10  901

神奈川県  30  3,610.82  799

千葉県   45  5,927.91  1,036

愛知県  26  4,135.01  534

宮城県  8  1,272.03  146

合計  167  21,177.79  3,994
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ハ．仕掛販売用不動産 

 （注）１．件数欄については、戸建住宅の棟数を表示しております。 
２．仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。 

ニ．未成工事支出金 

 （注） 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。 

内訳 件数 地積（㎡） 金額（百万円） 

戸建住宅  2,016  270,391.59  22,721

合計  2,016  270,391.59  22,721

内訳 件数 地積（㎡） 金額（百万円） 

東京都  378  41,679.51  6,603

埼玉県  734  107,149.79  7,721

神奈川県  402  50,566.44  5,202

千葉県  318  43,685.97  2,254

愛知県  66  9,413.27  138

宮城県  61  11,103.77  262

大阪府  33  4,252.84  537

京都府  24  2,540.00  0

合計  2,016  270,391.59  22,721

前期繰越高（百万円） 当期支出額（百万円） 完成工事原価へ振替 
（百万円） 期末残高（百万円） 

 2,079  14,730  14,357  2,452

内訳 金額（百万円） 

東京都  457

埼玉県  759

神奈川県  565

千葉県   481

愛知県  38

宮城県  127

大阪府  21

合計  2,452
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② 負債の部 
イ．営業未払金 

ロ．未払法人税等 

当事業年度における四半期情報 

相手先 金額（百万円） 

㈱ソリド・ワン  297

邦栄㈱   231

ジャパン建材㈱  136

ポラテック㈱   83

ティーアラウンド㈱  52

その他(635社)  2,228

合計  3,029

区分 金額（百万円） 

法人税    1,551

住民税   328

事業税   416

合計   2,296

（３）【その他】 

  第１四半期  第２四半期 第３四半期 第４四半期 

  
自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31日 

自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日 

自 平成22年12月１日 
至 平成23年２月28日 

自 平成23年３月１日 
至 平成23年５月31日 

売上高(百万円)  13,427  15,170  12,997  20,158

税引前四半期純利益
金額(百万円) 

 1,880  2,209  1,627  2,530

四半期純利益金額
(百万円) 

 1,094  1,278  954  1,510

１株当たり四半期純
利益金額(円) 

 4,554.67  5,328.35  4,000.74  6,372.68
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第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 6月1日から5月31日まで 

定時株主総会 8月中 

基準日 5月31日 

剰余金の配当の基準日 5月31日、11月30日 

１単元の株式数 － 

単元未満株式の買取り   

  
  
(特別口座)  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  
  
(特別口座)  

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 － 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告
をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 
公告掲載URL 
http://www.tacthome.co.jp  

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 
事業年度（第27期）（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日）平成22年８月24日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類 
平成22年８月24日関東財務局長に提出  

(3) 四半期報告書及び確認書  
(第28期第1四半期)（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）平成22年10月13日関東財務局長に提出。 
(第28期第2四半期)（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）平成23年１月13日関東財務局長に提出。 
(第28期第3四半期)（自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日）平成23年４月13日関東財務局長に提出。 

(4) 臨時報告書 
平成22年８月27日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会に
おける議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。 
平成22年９月27日関東財務局長に提出  
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異
動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

(5) 自己株券買付状況報告書 
報告期間（自 平成22年９月７日 至 平成22年９月30日）平成22年10月１日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年10月31日）平成22年11月１日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成22年11月１日 至 平成22年11月30日）平成22年12月１日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成22年12月１日 至 平成22年12月31日）平成23年１月６日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年１月31日）平成23年２月１日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年２月28日）平成23年３月１日関東財務局長に提出。 
報告期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年３月31日）平成23年４月１日関東財務局長に提出。  

第７【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】 

２【その他の参考情報】 
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

    平成２２年８月２４日

タクトホーム株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本有限責任監査法人   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 戸田 彰     印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 北澄 裕和    印 

＜財務諸表監査＞ 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているタクトホーム株式会社の平成２１年６月１日から平成２２年５月３１日までの第２７期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし
て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。 
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タクトホ
ーム株式会社の平成２２年５月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
＜内部統制監査＞ 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、タクトホーム株式会社の平
成２２年５月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統
制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す
ることにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない
可能性がある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどう
かの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討すること
を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
 当監査法人は、タクトホーム株式会社が平成２２年５月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以  上 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

    平成２３年８月２６日

タクトホーム株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本有限責任監査法人   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 戸田 彰     印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 北澄 裕和    印 

＜財務諸表監査＞ 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているタクトホーム株式会社の平成２２年６月１日から平成２３年５月３１日までの第２８期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし
て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。 
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タクトホ
ーム株式会社の平成２３年５月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
＜内部統制監査＞ 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、タクトホーム株式会社の平
成２３年５月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統
制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す
ることにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない
可能性がある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどう
かの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討すること
を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
 当監査法人は、タクトホーム株式会社が平成２３年５月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以  上 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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